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組合からのお知らせ

１．全農薬監査会

・日時：平成２２年１０月２６日（火）１３時～１５時

・場所：全農薬９Ｆ会議室

・内容：平成２２年度（第４５期）決算関係書類の監査

・出席者：松木理事長、青木副理事長、池田監事、上田監事、金井監事

事務局（堀江参事、安孫子会計主任）

２．（社）日本植物防疫協会臨時総会

・日時：平成２２年１０月２９日（金） １５時～１６時

・場所：（社）日本植物防疫協会会議室

・議案：定款の一部変更に関する件

・出席者：松木理事長、宮坂技術顧問、堀江参事

３．農薬工業会 虫供養会

・日時：平成２２年１１月１０日（水） １６時～１７時３０分

・場所：金龍山 浅草寺本堂他

農薬工業会は 11 月 10 日、東京都内「金龍山浅草寺」で関係者約 70 名が参列し、恒例の「虫供養」

の 55 回法要を営んだ。 農薬工業会の大内会長は法要後の挨拶で、まず、今日は「生きとし生けるも

のに生かされている」ことに感謝したい。と述べ、続いて、我々の研究開発には多くの生けるものの命

をいただいていることを忘れてはいけない。今年は異常気象の影響もあり農作物に大きな被害が出た。

このような中、我々は日本農業が強く持続していけるよう安全性の確保された農薬で貢献していくとい

った自分たちの役割を再認識した。日本農業には、TPP（環太平洋パートナーシップ協定）など大きな

課題があるが、やはり日本の将来のためには日本農業が元気でなければいけない。業界の業績について

は、異常気象もあり対前年比９８％位になりそうだ。しかし、考えてみればこうした異常気象はこれか

ら当たり前なのかもしれない。自然の驚異、自然の大きさを甘く見てはいけない。と挨拶された。

浅草寺での虫供養の様子 法要後の大内会長の挨拶の様子。

出席者：堀江参事、宮坂技術顧問
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４．全国農薬業厚生年金基金 第５５回理事会・第４３回代議員会

・日時：平成２２年１１月１６日（火） １１時～１４時

・場所：全農薬９F 会議室

＊全国農薬業厚生年金基金の新理事長として大森茂氏（山陽薬品株式会社）が選任されました

・出席者：石黒功（全国農薬業厚生年金基金前理事長）他

５．第２５０回理事会

・日時：平成２２年１１月１６日（火）１５時３０分～１６時３０分

・場所：全農薬９F 会議室

・議事内容：

○議決事項

第４５回通常総会提出議題について

第１号議案 平成２２年度決算関係書類承認の件

第２号議案 平成２３年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件

第３号議案 平成２３年度賦課金の金額及びその徴収方法決定の件

第４号議案 平成２３年度借入金最高限度額（案）決定の件

第５号議案 役員報酬額（案）決定の件

第６号議案 役員任期満了につき改選の件

○協議事項

第４５回通常総会及び第３３回全国集会次第について

○報告事項

平成２３農薬年度価格情報について

○慶弔関係等

・出席者：松木理事長、青木副理事長、鈴木常務理事、岩渕常務理事、羽隅理事相談役

理事、監事各位、全農薬事務局（堀江参事、宮坂技術顧問、我孫子会計主任）

６．第４５回通常総会

・日時：平成２２年１１月１７日（水）１０時３０分～１２時

・場所：海運クラブ

・議事内容：

第１号議案 平成２２年度決算関係書類承認の件

第２号議案 平成２３年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件

第３号議案 平成２３年度賦課金の金額及びその徴収方法決定の件

第４号議案 平成２３年度借入金最高限度額（案）決定の件

第５号議案 役員報酬額（案）決定の件

第６号議案 役員任期満了につき改選の件
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○ 全農薬の主要な事業内容及び成果概要

(1) 組合及び組合員をめぐる経済・経営状況

わが国経済は、平成２０年９月のリーマンショックに端を発した世界的な経済危機を背景に大

幅に悪化致しました。平成２２年に入り企業収益では改善の傾向が見られるものの国内景気は未

だ回復が果たせずデフレや厳しい財政状況が続いております。

このような経済環境のなかで政権交代した民主党政権は、食料の自給率向上、安定供給の確保、

農業の持続的発展等を柱とする新たな「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定し、米の戸別所

得補償制度を新たに実施することとしました。

また、農薬については、世界的に

は見れば１０億人以上が飢餓状態

にあるとの FAO の報告もあり、食

料生産拡大の必要性から農薬需要

は好調に推移した模様であります

が、国内においては、宮崎県におけ

る口蹄疫の発生、主要農産物の価格

低迷、梅雨明け後の異常気象による

水稲・果樹の品質低下、収量減少も

あり農薬や肥料等の資材価格の変

動（値下げ）、流通在庫削減等によ

り農薬流通業界にとっては厳しい状況となりました。

このように明るいニュースが少ないなかで、新農薬開発の鍵を握る新規化合物合成に多大な貢

献をしている効率的な化学反応の生みの親である鈴木章氏と根岸英一氏がノーベル化学賞受賞と

いう喜ばしい情報が新農薬年度のスタート直後にもたらされました。

しかしながら農薬は、消費者の「食の安全と安心」を求める動きに連動し、ネガティブなイメ

ージがついて廻り相変わらず厳しい状況です。 このため当組合も消費者とのリスクコミュニケ

ーションが極めて重要な課題であると認識し、本年度は安全協主催による「手作りの農薬シンポ

ジウム」を３ヶ所で実施いたしました。かなりの成果があったと自負しているところです。

防除においても、環境と調和した病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）による農産物生産、農薬安全使

用運動の推進に心がけて参りました。また、流通に携わる我々の責任はますます重いものとなっ

て来ていると自覚しているところです。

平成２２年の農林業センサス（速報値）によりますと農業就業人口は２６０万人と前回（平成

１７年）に比較し７５万人（２２．４％）減少との情報もあり、農村の過疎化・高齢化、耕作面

積の減少には歯止めがかかっておりません。

このような中にあって、平成２２農薬年度の農薬出荷状況は一部価格値下げ品目もあり、水稲

分野での殺虫剤、殺菌剤、除草剤等の出荷金額の増加はありましたが、最終的には、対前農薬年

度比で金額的には９８％前後、数量的には９５％前後と推測致しております。

(2) 事業の実施状況

当組合はこのような状況の中で昨年度に発足させた執行部協議会（理事長、副理事長、常務理
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事、理事相談役）を中心に事業運営に当たった結果、各事業分野において下記の通りの実績とな

りました。

①共同購買事業

共同購買事業は一部品目の価格値下げ、病害虫の発生動向、流通在庫の調整、主要品目（ジマ

ンダイセン剤等）の販売不振により減収減益となりました。

②教育情報事業

全国農薬安全指導者協議会（安全協）活動においては、昨年と同様、一声運動媒体品の作成、

配布及び一般消費者、農家へのアンケート調査を実施し、農薬が安全かつ適正に使用、販売され

るよう啓蒙活動に取組みました。 また、農薬安全性広報活動として一般消費者とのリスクコミ

ュニケーションを図るべく、安全協主催により徳島県、大阪府、石川県の３ヶ所において県当局、

県植物防疫協会、県農薬卸商、農薬工業会支部等の後援、協賛等により手作りの「農薬シンポジ

ウム」を実施し、大きな成果をあげることができました。 更に農薬工業会の農薬ゼミ開催に継

続協力致しました。

③ 不動産賃貸事業

不動産賃貸事業は、空室期間はありませんでしたが、共益費の見直し、更新料の減少、会議室

使用料の減少等により事業利益は予算対比若干の未達となりました。

④ 高速道路通行料金別納事業

高速道路通行料金別納事業は組合員へのサービス事業として取り組んでおりますが、高速道路

通行料金制度の変更による通行料収入の減少により事業利益は予算対比極わずかの未達となりま

した。

⑤ 総括

以上の結果、組合としての事業利益は減少致しましたが、一般管理費等の経費減少により平成

２２年度税引前当期純利益は若干の増益となりました。

異常気象や農業政策による農業情勢、農薬業界の変化、また消費者の食の安全と安心への関心

の一層の高まり、ＩＰＭや環境に配慮した防除の必要性もあって、農薬販売に影響するネガティ

ブな意識の中、当組合としては将来を見据えた課題解決に向けて役職員はもとより組合員各位の

ご理解とご協力を切に願い申し上げます。

なお、平成 19 年 10 月から利用開始した全農薬受発注システムは当初計画の 50 社を超え、

平成２２年９月末現在で 55 社に達しました。

また、平成２２年度の全農薬共同購買事業の約６０％が全農薬受発注システム（ＷＥＢ）によ

る受注実績となっております。次年度の受発注業務改善に向け更なるＩＴ化促進に取り組む方針

であります。

利用メーカーも年内には更に１社増加して 9 社となる予定で、次年度内には当初計画の 10 社

の利用が見込まれております。利用組合員及び利用メーカー様からは事務処理の合理化、効率化、

業界のコスト低減に役立つとの評価を頂いております。

今後とも組合員の積極的な参加をお待ちしております。
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７．第２５１回理事会

・日時：平成２２年１１月１７日（水）１１時００分～１１時１５分

・場所：海運クラブ

・議事内容：

議決事項

理事長選任の件

副理事長他執行部選任の件

理事・監事の各委員会所属について

その他

次回理事会について（１２月９日）

・出席者：第４５回通常総会にて承認された新役員（理事、監事）

＊新理事長として青木邦夫氏（東海物産株式会社）、副理事長として宇野彰一氏（株式会社高岡屋）が就

任。また、新たに専務理事制度を設け事務局参事の堀江康雄氏が就任、常務理事として鈴木郁夫氏（小

泉商事（株））、金子昌弘氏（カネコ種苗（株））、前理事長の松木三男氏は理事相談役に就任致しました。

総務委員長には石黒功氏（（株）

石黒製薬所）、経済活動委員長に

は池田晃司氏（池田薬品商事

（株））、教育安全委員長には田中

康貴氏（大信産業（株））、IT・広

報委員長には北濱宏一氏（（株）

サングリン太陽園）、コンプライ

アンス委員長には羽隅弘治氏（京

浜興農（株））が就任。

青木邦夫 新理事長 宇野彰一 副理事長

８．安全協第３３回全国集会、情報交換会

・日時：平成２２年１１月１７日（水）１３時３０分～１７時

・場所：海運クラブ

・議事内容：

平成２２年度事業報告、収支予算

平成２３年度事業計画（案）、収支予算（案）

役員改選

○ 田中安全協会長あいさつ

全国農薬安全指導者協議会の全国集会の開催に当たり一言ご挨拶申し上げます

皆さま既にご承知の通り、政府は先ごろ閣議を開催し、TPP（環太平洋連携協定）関係国との協議開

始を決定したと報じられております。

私ども農業関連産業は影響の大きいこの問題につきまして今後注視を怠らないようにしていきたいと

思っております。
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一方、本年 3 月に農林水産省は、今後 10 年先

を見通した新たな「食料・農業・農村基本計画」

を発表しました。

この中で、食料の安定供給を国家の最も基本的

な責務として食料・農業・農村政策を我が国の国

家戦略として位置づけ、国民全体で農業・農村を

支える社会の創造を目指すことが明記されました。

また、平成 32 年度までに食料自給率を５０%（カ

ロリーベース）に引き上げることも目標として示

されたところです。

これらを実行するため、様々な施策が展開されております。 特に食料自給率の低い麦・大豆をはじ

め、飼料作物、新規需要米（米粉用米、飼料用米等）の生産拡大の一層の推進が叫ばれているところで

す。

しかしながら農業現場では一段と進みつつある農家の高齢化、生産コストの増加等、日本農業の現状

はなかなか厳しく、明るい材料は見えてきません。

その中にあって、農薬は食料の安定生産のために必要不可欠な生産資材として生産性向上や省力化等

大きな役割を果たしております。 反面、マスコミ等では依然としてネガティブな面だけが誇張され続

けております。 安全協としましては、「農薬シンポジウムの開催」等を通じ、農薬に対する正当な理解

を得る運動を続けていきたいと考えております。

また、農薬使用に当たってはネガティブな面にも配慮しつつ総合的病害虫･雑草管理（IPM）や農業生

産管理（GAP）を取り込んだ前向きな防除の推進に協力し、日本の食料の自給率向上に貢献していきた

いと考えております。

安全協としましては、特に防除時の安全具の着用推進運動等、農薬使用者の安全、農産物の安全、環

境への安全対策には全力で取り組んでいきます。 そのために、農薬の薬効、薬害、保管管理の方法等

を広く周知するはもとより、農薬の使用に当たっては使用時期や使用方法など定められた事項を確実に

守るなど、防除の基本励行を推進してまいります。

また、本日、新本先生にご講義いただく「リスクコミニュケーション」の問題など新たな知識も習得

しながらこれからやってくる TPP の「例外無き関税」にも敢然と立ち向かえる新たな体制強化を図って

いきたいと考えております。

簡単ではありますが、安全協会長として二期目を迎えるに当たっての決意を述べまして挨拶に代えま

す。本日は宜しくお願いします。

○特別講演

特別講演は内閣府食品安全委員会事務局のリスクコミニュケーション官の新本英二氏が「農薬のリス

ク評価とリスクコミニュケーション」と題し講演された。

講演の中で、新本氏は「食べ物の場合の「リスク」とは、危険要因（ハザード）が体の中に入った時、

健康に悪い影響が出る可能性（確率）とその度合い（程度）をリスクと言い、完全に安全な物があるの

ではなく、安全な量があるのであって、またその安全な使い方がある。これは、農薬に限らず、お酒で

も、風邪薬でも同じことが言えるし、どんな食品にもリスクがあるという前提で、科学的に評価し、妥
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当な管理をし、それを皆さんに正確に伝えていくことが「リスクコミニュケーション」として大切であ

ると講演された。

講演後、会場からは時間的な制限の中

積極的な質問も出された。また、我々

が実施している、「農薬シンポジウム」

の開催方法にも参考になる多くの伝

達手法の説明もあり、大変有意義な講

演であったとの評価が全農薬事務局

に寄せられた。

写真は、熱心に講演される新本英二

リスクコミニュケーション官

会場で質問する全農薬の組合員

９．公正取引委員会とのヒアリング

・日時：平成２２年１１月２５日（木）

・場所：全農薬８Ｆ応接室

・内容：

全国農薬協同組合の概要についてー設立目的、事業内容、会員（数、属性等）、沿革

農薬の流通について

・原料調達から農薬の生産、販売までの流通経路

・農薬の流通に関わる事業者等、それらのシェア・競争状況とその推移

・農薬の流通における農協系統の影響

共同購買事業の概要について

・取扱品目、取扱量、割合等

農薬及び原料等に関する情報について

・全国農薬協同組合において収集している情報の概要

・農薬の流通・取引実態を把握する上で参考となる情報
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その他

・農協系統との競争実態に関するヒアリングにご協力頂ける会員

・出席者：

青木理事長、羽隅コンプライアンス委員長、事務局（堀江専務、宮坂技術顧問）

１０．第７回執行部協議会

・日時：平成２２年１２月９日（木）１０時３０分～１４時

・場所：全農薬９Ｆ会議室

・議事内容

平成２３年度重点課題について（執行部協議会、委員会）

各委員会構成について

地区長、支部長委嘱について

全農薬主要品目推進について

平成２３年度購買事業価格及び諸条件について（新旧対比表）

平成２３年度支部別特別奨励について

・出席者：青木理事長、宇野副理事長、鈴木常務理事、金子（昌）常務理事、松木理事相談役

事務局（堀江専務、宮坂技術顧問）

１１．第２５２回理事会

・日時：平成２２年１２月９日（木）

・場所：全農薬９Ｆ会議室

・議事内容

○議決事項

・各委員会構成について

・地区長、支部長委嘱について

・平成２３年度購買事業価格及び諸条件について

・平成２３年度支部別特別奨励について

○協議事項

・平成２３年度課題について（執行部協議会、委員会）

・平成２３年度地区会議内容（講師等）について

・平成２３年度行事日程について

・平成２３年度安全協ポスター（デザイン）について

○報告事項

・デｲプテレックス剤、カルホス剤の購入計画について

・公正取引委員会とのヒアリングについて

・出席者：青木理事長、宇野副理事長、鈴木常務理事、金子（昌）常務理事、松木理事相談役

他理事、監事、事務局（堀江専務、宮坂技術顧問、安孫子会計主任）



- 9 -

[委員会]

委員会名 委員長名 副委員長名 委 員

総務委員会 石黒 功 大森 茂 金井謙一、野沢雅人

経済活動委員会 池田晃司 栗原秀樹 伊藤一夫

教育安全委員会 田中康貴 上田修志 北濱宏一、山本真一、伊藤一夫、石黒功

橋爪雅彦、松村博三、高津武司

ＩＴ・広報委員会 北濱宏一 山本真一 橋爪雅彦、金子邦昭

コンプライアンス

委員会

羽隅弘治 北濱宏一、池田晃司、石黒功、田中康貴

[地区長]

地区名 地区長名 会社名

北海道 北濱宏一 ㈱サングリン太陽園

東 北 鈴木郁夫 小泉商事㈱

関 東 金子昌弘 カネコ種苗㈱

甲信越 伊藤一夫 吉田農事㈱

東海・北陸 石黒 功 ㈱石黒製薬所

近 畿 橋爪雅彦 ㈱橋爪

中 国 田中康貴 大信産業㈱

四 国 松村博三 ㈱松村農園

九 州 高津武司 前田農薬㈱

１２．全農薬受発注システム利用メーカー協議会第１回総会

・日時：平成２２年１２月１０日（金）

・場所：全農薬９Ｆ会議室

・議事内容：

平成２２年度事業概要報告

・全農薬受発注システム利用メーカー協議会の実施概況報告について

・全農薬受発注システムの利用、申込状況について

平成２３年度事業計画

・全農薬受発注システムの運用体制について

・全農薬受発注システムの利用促進（計画）について

・全農薬受発注システムにおける機能（情報共有等）拡大課題について

・出席者：

[全農薬受発注システム利用メーカー]

シンジェンタジャパン㈱、住友化学㈱、日産化学工業㈱、日本農薬㈱、明治製菓㈱、バイエルクロップ

サイエンス㈱、丸和バイオケミカル㈱、石原バイオサイエンス㈱
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[全農薬受発注センター] ㈱電算システム

[事務局：全国農薬協同組合]

青木理事長、宇野副理事長、北濱ＩＴ・広報委員長、事務局（堀江専務）

１３．第９９回植物防疫団体総務連絡会

・日時：平成２２年１２月１５日（水）１６時３０分～

・場所：入母屋 銀座七丁目店

・協議内容：

各団体行事予定（平成２３年１月～平成２３年１２月）

情報交換

その他

・出席者：堀江専務、宮坂技術顧問

主 な 行 事 予 定

[全国農薬協同組合]

平成２３年

１月２４日（月）～２８日（金） 第７４回植物防疫研修会

２月２日（水）～２４日（木） 平成２３年度地区会議

２日（福岡）、３日（丸亀）、８日（名古屋）、９日（大阪）、１０日（金沢）、１５日（仙台）

１６日（東京）、２４日（札幌）

４月１４日（木） 第２５３回理事会

７月１４日（木） 第３７回安全協常任幹事会（東京ガーデンパレス）

９月１５日（木） 第２５４回理事会

１０月２５日（火） 監査会

１１月１５日（火） 第２５５回理事会

１１月１６日（水） 第４６回総会・第３４回全国集会・情報交換会（平河町：海運クラブ）

１２月 ８日（木） 第２５６回理事会

[全国農薬業厚生年金基金]

平成２３年

１月２７日（木） 資産運用委員会及び財政検討委員会

３月 ２日（水） 代議委員会及び理事会

[その他]

平成２３年

１月５日（水） 農薬工業会 賀詞交歓会（経団連会館）
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農水省等行政からのお知らせ

１．包括的経済連携に関する基本方針について
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出典：食品産業部会資料から抜粋
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２．食と農林漁業の再生推進本部の設置について
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３．農水省における「食と農林漁業の再生推進本部」の初会合

農林水産省は 11 月 30 日、政府の「食と農林漁業の再生実現会議」の初会合にあわせ、農林水産省

内に「食と農林漁業の再生推進本部」を設置し、国内農業政策の検討に当たっての財源の確保をなどを

確認した。

写真は挨拶する農水大臣と第１回食と農林漁業の再生推進本部の会合の様子。

（参考資料）
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４．平成 23 年産米の都道府県別の生産数量目標について

平成 22 年 12 月 1日

農 林 水 産省

「平成23年産米の都道府県別の生産数量目標」について、平成22年 11月 29日に開催した「食料・農業・農村政策審議会

食糧部会」で了承された考え方に基づき設定しました。

○都道府県別の生産数量目標の算定の考え方

全国の平成 23 年産米の生産数量目標については、795 万トン（面積換算すると 150 万 ha）に決定しました。

都道府県別の生産数量目標については、需要実績の直近 6 ヵ年（16/17 年～21/22 年）の中庸 4 年分を平均した数値に基

づき、都道府県ごとのシェアを算出し、全国の生産数量目標で按分することにより設定しました。
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５．中国への日本産米等の輸出に関する覚え書き

筒井農林水産副大臣は１２月９日、中国国営企業の「中国農業発展集団」と日本産農林水産物・食品

の輸出拡大に関する意見交換を行い、相互に協力することを確認し、以下の覚え書きを交換しました。
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海外ニュース等

【11 月 16 日】

１．アザラクチンを含む製品を農薬登録を取らず販売することは違法（英国）

英国健康安全局化学物質規制局（CRD）は、11 月 16 日、ニームオイルの有効成分であるアザジラ

クチンを含む製品を販売するのは違法である旨、発表した。アザジラクチンはニームなどの植物抽出液

に入っている農薬活性のある成分で、ニームやニームオイルを含む全ての製品中に存在する可能性があ

る。そのような製品は殺虫剤や忌避剤として安全で有機栽培等に使用出来ると宣伝され販売されている。

英国政府はこれらが農薬の規制外であるという間違った考えを解消したい。

アザジラクチンは英国と EU の農薬規制対象物質であり、アザジラクチンを含む全ての製品は市販前

に農薬としての認可が必要である。また、農薬としての認可は、有効成分の評価が必要である。

アザジラクチンは最初申請されたがその後申請者により自主的に取り下げられた。従ってアザジラク

チンを含むどのような製品でも販売するのは違法である。（なお、2009 年 6 月 12 日に欧州委員会に

アザジラクチンの申請が再提出されたが、まだ検討中である。）

正確な情報についての詳細は以下のサイトから確認してください。

http://www.pesticides.gov.uk/approvals.asp?id=2944

【12 月 5 日】

２． 農薬に長期間さらされると、アルツハイマー病などの認知症リスクが増大する恐れがあるとす

る研究結果が、１２月 2 日の英医学誌「Occupational and Environmental Medicine（職業・環境

医学）」に掲載された。（AＦP）

フランス公衆衛生・疫学・開発研究所の研究チームによる研究で、ボルドー地方ののブドウ園で働く

614 人を対象に、1997～98 年とその 4～5 年後の 2 回、認知力に関する 9 種類の試験を受けてもら

った。記憶力や言語能力、反応時間などを見る内容となっている。

詳細な内容については、英医学誌「Occupational and Environmental Medicine を参照されたい。

なお、「要約」以外は有料。
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農薬工業会出荷統計
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～ 全農薬事務局職員一同からの年末のご挨拶 ～

本年中は皆様方に大変お世話になりました。来年も相変わらず宜しくお願い申し上げます。

来年は、るんるん気分になりたいね！

来年はうさぎ年です。虎のえさにならないよう頑張ります。

【職員からのコメント】

「団塊の世代」が多い全農薬事務局（約３名を除く？）ですが、全員、気は若いので、来年は、「体力」、

「気力」、「知力」に加え「鈍感力」をも充実させ、みなさまのお役にたてるよう新たな気持ちで新年度

の業務に取り組みますので更なるご指導ご協力の程宜しくお願いいたします。（算数出来津）
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 全農薬ひろば ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

シコンノボタン（紫紺野牡丹、学名：Tibouchina semidecandra）

ノボタン科ティボウキナ属（和名シコンノボタン属）の常緑低木で、シコンノボタンという名前

は、花びらが紫色であり綺麗で、ボタン(牡丹)のよ

うに美しいことに由来している。また、雄蕊（オシ

ベ）とその先の葯の部分が蜘蛛の足のように見える

ために、スパイダーフラワー(Spider Flower)の別名

もある。学名は「Tibouchina semidecandra」であ

る。属名の「Tibouchina」 は、「原産地ブラジルの

土地名」にちなみ、種名の「semidecandra」は、「ほ

ぼ１０個の雄蕊を持つ」を意味している。

ＪＲ駒込駅東口に降りて（社）日本植物防疫協会

に行く途中かなり大きな「紫紺野牡丹」の木に出く

わす。１１月から１２月にかけて、あまり花の無い

時期に鮮やかな江戸紫色の花はかなり目につく。原

産地は中南米で常緑低木の庭木、鉢植えとして親し

まれる花木である。葉は対生で楕円。産毛で覆われ、

ビロードのような手触りがする。本来は常緑だが日

本では冬に落葉することが多い。花は五弁で、紫色の大

輪花。オシベが長く飛び出しているのが特徴。一日花だ

が、花つきがよく、毎日多くの花を次々と咲かせる。花

期は夏と秋だが、温度さえあれば冬でもわずかながら咲

きつづける。南国原産にしては耐寒性がある。 流通上

はノボタンとシコンノボタンが混同されているが、ノボ

タンは短いオシベが黄色で長いオシベは紫色、シコンノ

ボタンは長短のオシベが共に紫色である。

必ず日当たりに植える。3 メートルぐらいにまで大きくなるが、強風で枝が折れたり、姿が乱れ

るので、必ず支柱をたてる。風には弱い。剪定時期は 4、5 月。小さく仕立てて鉢植えにすること

も可能。その場合冬は室内に取り込む。挿し芽で簡単に増やせる。（Ｍ）

※ 花言葉は「平静」


